
確定図の情報提供に係る取扱要領 

 

（趣旨）  

第１条 大阪市が保有する土地区画整理事業等の確定図の情報提供に関する手続きは、別 

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。  

 

（定義）  

第２条 この要領において「土地区画整理事業等」とは、次の各号に掲げる事業をいう。  

（１） 旧都市計画法による土地区画整理事業  

（２） 土地区画整理法による土地区画整理事業  

（３） 耕地整理法による耕地整理事業  

（４） 土地改良法による土地改良事業  

２ この要領において「確定図」とは、土地区画整理事業等の換地処分時に作成した土地 

の位置、形状、地積及び辺長等を示した図面をいう。  

３ この要領において「担当」とは、確定図を保有する担当をいう。  

 

（情報提供の実施）  

第３条 担当は、様式１により土地区画整理事業等の確定図に係る情報提供の申出があっ 

た場合、申出人に対し、保有する確定図の写しを提供する。  

２ 提供する写しの枚数は、Ａ３サイズで１０枚を限度とする。  

３ 受付及び提供は、担当窓口において行う。  

 

（その他）  

第４条 この要領に定めるものの他、必要な事項は大阪市都市整備局長が定める。  

 

附則  

この要領は、平成22年８月２日から施行する。 


